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魚沼市農業応援元気づくり事業について

魚沼市スマート農業推進事業について

魚沼市鳥獣被害対策実施隊委嘱状交付式について

［産業経済部 農政課］

働きやすい職場環境づくり推進事業補助金について

［産業経済部 商工課］

男性の育児休業促進奨励金について ［総務政策部 企画政策課］

「にいがた緑の陣」に「魚沼軍」として参戦します

［市民福祉部 生活環境課］

「生活習慣病予防」DVD 配布及び動画の公開等について

［市民福祉部 健康増進課］

初心者古文書教室について

令和５年度第１回うおぬま市民大学講演会の開催について

第 19回魚沼市成人式について ［教育委員会事務局 生涯学習課］



【件 名】

【内 容】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

「魚沼市農業応援元気づくり事業」について

◇目 的

人口減少および少子高齢化が進行する本市において、地域の営農体制維持や発展のた

めに地域農業者が主体となって組織する団体が行う多様な活動に要する経費に対して、

補助を行うものです。

◇事業内容

○交付の基準

魚沼市農業応援元気づくり事業実施団体へ登録すること。（登録申請書の提出が必要

になります。）

○補助対象者

市内に住所または本拠地を有する農業者５戸以上で構成された団体で、申請時に下記

のいずれにも該当するもの。

・代表者の定めがあること。

・団体の運営に係る規約の定めがあること。

・構成員全員が本補助事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。

・構成員全員が市税を滞納していないこと。

・魚沼市暴力団排除条例第 2条第 1号又は第 2号に該当しない者。

○補助要件

次に掲げる全ての要件を満たすもの。

・地域農業の継続、発展に資する活動であると認められるもの。

・特定の農業者、団体等の利益になる活動でないこと。

・他の補助事業の対象となっていないもの。

・同一年度内における同一の補助対象者の申請は 1回までとする。

○補助率

対象事業費の 10分の 10以内（上限 10万円）

○補助対象経費

・補助の対象になるもの

(1)農道や水路の草刈や軽微な補修に係る作業日当（※1）

(2)上記の作業に必要な備品や消耗品の購入（草刈機、草刈刃、混合油、砂利など）

(3)その他、市長が適当と認めたもの。

報道資料



【添付資料】

(※1)作業日当の支出には作業に係る日当単価等を定めていただく必要があります。

・補助の対象にならないもの

(1)団体の運営に係る経常的な経費（ガス、水道、光熱費、通信費など）

(2)特定の個人や団体等の利益となるようような営農活動に係る経費（※2）

(3)事務作業に係る人件費

(4)飲食費（会議等の際に参加者に供する湯茶は除く）

(5)他の目的に転用できる備品等の購入（PC、スマホ、タブレットなど）

(6)租税公課

(7)作業委託等の外注費

(8)その他、市長が不適当と認めたもの

(※2)田植や収穫等の日当や苗の購入費用など

＜お問合せ先＞

魚沼市 産業経済部 農政課

担 当 企画係 主事 野沢

電 話 025-793-7647



【件 名】

【内 容】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

魚沼市スマート農業推進事業について

◇目 的

農業分野における担い手の減少や高齢化が見込まれる中、ロボット技術、AI等の先進

技術を活用したスマート農業機械等を使用し農作業委託を受ける団体を育成すること

で、市内農業者の生産性向上及び規模拡大を図り、さらには本市の農業におけるスマー

ト農業の普及促進を目指すため、補助金を交付するものです。

◇事業内容

〇事業区分

・スマート農業用設備等導入事業

・スマート農業技術導入事業

〇補助対象者

市内に住所又は本拠地を有する人・農地プランの中心経営体 3戸以上で構成された団体

で、申請時に下記のいずれにも該当するもの。

・代表者の定めがあること。

・団体の運営に係る規約の定めがあること。

・構成員全員が本補助事業の交付対象となっている他の団体に属していないこと。

・構成員全員が市税を滞納していないこと。

・魚沼市暴力団排除条例第 2条第 1号又は第2号に該当しない者。

〇交付の基準

・機械施設等は、新品のもの又は新設、新築によるものとする。

・機械施設等は、原則として、耐用年数が概ね５年以上のものとする。

・当該導入機械設備、技術等を活用した作業委託による受託面積の拡大計画の承認を受

けること

・上記のほか、補助対象経費と補助率等は次ページの表のとおり。

報道資料



スマート農業用設備等導入事業交付対象及び交付基準

補助事業の種類 補助対象経費 補助率等 備考

高精度位置情報

技術等を活用し

た作業機械導入

事業

農作業機械の自

動操舵導入に係

る経費

対象事業費の2/3以内

で600万円を上限とす

る。

過去にこの別表第1に

定める補助金の交付

を受けた者にあたっ

ては、前回の補助事業

の完了した日の属す

る会計年度の終了後3

年経過していること。

消費税及び地方消費

税額は補助対象経費

に含まない。

ただし、算出した金額

に1,000円未満の端数

があるときは、その端

数金額は切り捨てる。

自動操舵機能を有する作業機

械は、自動操舵に係る経費が

明確に区分できる場合に限

り、当該経費を補助対象とす

ることができる。

農業用ドローン

導入事業

主に農薬の散布

を目的とした農

業用ドローンの

導入に係る経費

民間教習所の講習を受講する

こと及び保険に加入するこ

と。

省力化や効率化

を機械設備導入

事業

ラジコン草刈り

機、園芸作物の自

動収穫ロボット

等の導入に係る

経費

省力化や効率化に寄与する機

械設備であること。

先進技術を活用

した環境制御機

械設備導入事業

AIを用いた水田

の水管理システ

ム、ハウスの温度

等の環境管理シ

ステムの導入に

係る経費

パソコン、タブレット、スマ

ートフォンに係る経費は補助

対象経費としない。



【添付資料】

なし

スマート農業技術導入支援事業交付対象及び交付基準

補助事業の種類 補助対象経費 補助率等 備考

先進技術を活用

した農産物の生

産等に係る技術

導入事業

リモートセンシ

ング撮影、画像の

評価・分析並びに

土壌分析に係る

経費

対象事業費の2/3以内

で200万円を上限とす

る。

消費税及び地方消費

税額は補助対象経費

に含まない。

ただし、算出した金額

に1,000円未満の端数

があるときは、その端

数金額は切り捨てる。

パソコン、タブレット、スマ

ートフォンに係る経費は補

助対象経費としない。

農業用ドローン

技術認定取得事

業

農作業に係るド

ローン技術及び

安全な飛行に関

する知識を取得

するために受講

する講習等の受

講料

補助は一人1回限りで、再受

講に係る経費は補助対象経

費としない。

＜お問合せ先＞

魚沼市 産業経済部 農政課

担 当 企画係 主任 岡部

電 話 025-793-7647



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

魚沼市鳥獣被害対策実施隊について

魚沼市鳥獣被害対策実施隊委嘱状交付式について

◇目 的

鳥獣による農作物被害及び人的被害を未然に防止し、市民が安心、安全に生活できる

よう、有害鳥獣対策に従事する｢魚沼市鳥獣被害対策実施隊｣の委嘱状交付式を実施しま

す。

◇期 日 5月 2日（火） 18時 00 分～19時 00 分

◇場 所 地域振興センター コンベンションホール

◇その他

令和 5年度は 60名を魚沼市鳥獣被害対策実施隊として委嘱します。

コロナ禍により昨年まで縮小開催としていましたが、今年度は全員を参集しての開催

を予定しています。

＜お問合せ先＞

魚沼市 産業経済部 農政課

担 当 振興係 櫻井

電 話 025-792-1494

報道資料



鳥獣被害対策実施隊とは

鳥獣による人身被害及び農作物被害を未然に防止し、市民が安全、安心に生活できる環境を確

保するため、有害鳥獣対策（調査、捕獲、防除）を行う組織です。

実施隊員は、市が行う公的捕獲等の従事者であり、身分は市の非常勤職員となります。

1 実施隊への加入要件

実施隊員に加入するためには以下の①、②の条件を満たす必要があります。

① 新潟県猟友会魚沼支部に所属する者で、(1)、(2)のどちらかに該当し、分会長が推薦する者

(1) 過去 3年間において、有害鳥獣捕獲の実績がある者

(2) 第 1 種銃猟免許又はわな猟免許を所持している者

② 次に掲げる事項の全てに該当する者

(1) 魚沼市に住所を有する者

(2) 心身ともに健康で職務の遂行に支障がない者

(3) 有害鳥獣被害防止活動に率先して従事することができると見込まれる者

2 実施隊の組織体制

実施隊は市内にある 6つの方面隊で組織されています。

旧 6町村に設置する方面隊が中心となって、駆除捕獲活動、追払い活動等を実施しますが、応援が必

要であれば地区の枠を問わず活動を行います。

3 実施隊の活動内容

実施隊員は、市が定める、「魚沼市鳥獣被害防止計画」に基づき、有害鳥獣の捕獲、追払い活動、電気

柵の設置指導等に従事してもらいます。

【主な活動内容、年間スケジュール】●は活動時期

※捕獲業務、追払い業務については、鳥獣の出没状況に応じて行うため、流動的なものになります。

方面隊名 主な活動地域 構成員

堀之内方面隊 旧堀之内町 魚沼分会に所属する者

小出方面隊 旧小出町 〃

湯之谷方面隊 旧湯之谷村 湯之谷分会に所属する者

広神方面隊 旧広神村 広神分会に所属する者

守門方面隊 旧守門村 守門分会に所属する者

入広瀬方面隊 旧入広瀬村 入広瀬分会に所属する者

春 夏 秋 冬

鳥類の駆除、追払い ●

ツキノワグマわな捕獲 ● ● ● ●

イノシシわな捕獲 ● ●

電気柵の設置指導 ●

追払い、パトロール ● ● ●



4 実施隊の身分等について

実施隊は

・魚沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

・魚沼市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

に基づき任命され、市の非常勤職員(地方公務員)となります。

【任期】 任命された日から翌年の 3月 31 日まで

【報酬】 年額 5,000 円 (役員加算あり)

活動費 1時間あたり 1,200 円

【保険】 実施隊活動中の事故については、公務災害の適用が受けられる場合があります。

【その他】実施隊員は以下の優遇措置を受けることができます。

①技能講習の免除

一定の要件を満たす実施隊員については、銃刀法に基づく猟銃所持許可の更新等の申

請に際して、技能講習が免除されます。

②銃猟税の軽減

実施隊員のうち、積極的に捕獲に従事することが見込まれる者は狩猟税が非課税にな

ります。（狩猟者 16,500 円⇒0円）



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

周知チラシ「働きやすい職場環境づくり推進事業補助金」

働きやすい職場環境づくり推進事業補助金について

◇目 的

従業員の満足度・労働生産性・企業価値の向上を図ることを目的に、職場環境の整備

に取り組む市内事業者に対し、その費用の一部を補助することで、働きやすい職場環境

づくりを推進し、全ての人が働きやすいまちを目指します。

◇主な要件

市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する者のうち、代表者を除く従業員の数が

3人以上で、市内において従業員が常時 2人以上勤務する場所を有する者

◇補助対象経費・補助金額

別紙チラシのとおり

＜お問合せ先＞

魚沼市 産業経済部 商工課

担 当 商工係 係長 今村

電 話 025-792-9753

報道資料



区 分 内   容 上 限 額
※千円未満切り捨て

男女別利用を目的とした従業員用の休憩室や更衣室、トイレ
の新設又は改修 、職場のバリアフリー化改修

通常 25万円

HP登録企業 50万円

ハラスメント禁止、安全衛生、災害補償に関する内容が含ま
れた就業規則等の整備 

通常 15万円

HP登録企業 30万円
従業員に取得させる国家資格や技能検定、技能講習への支援
（1人につき通算3つまで）

通常 5万円
HP登録企業 10万円

以下の企業登録制度の認定取得支援
1) ハッピー・パートナー登録
2) パパママ子育て応援プラス認定
3) 安全衛生優良企業認定
4) ユースエール認定
5) えるぼし認定
6) プラチナえるぼし認定
7) くるみん(又はトライくるみん)認定
8) プラチナくるみん認定

15万円

業務効率化及び⻑時間労働抑制を目的としたシステム又はソ
フトウェア導入等

通常 10万円
HP登録企業 20万円

働 き や す い
職 場 環 境 づ く り
推 進 事 業 補 助 金

安心安全な労働環境づくりや、従業員の満足度向上を目指す事業主の皆様へ

魚 沼 市 役 所 商 工 課   ☎ 0 2 5 - 7 9 2 - 9 7 5 3  ✉ s h o k o @ c i t y . u o n u m a . l g . j p

令和5年度新規事業

新潟県ハッピー・
パートナー登録企業は
補助上限額アップ！

働きやすい職場

詳しくは
こちら→

魚沼市は、安心安全な職場環境づくりや、デジ
タル化等による業務効率化を推進し、従業員の
満足度、労働生産性、企業価値の向上を図り、
すべての人が働きやすいまちを目指します。

補 助 率
補助対象経費の



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

男性の育児休業取得奨励金チラシ

男性の育児休業取得促進奨励金について

◇目 的

仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるた

め、市内の事業所に勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、事業主及び男性

労働者に対し奨励金を交付します。

◇事業内容

〇交付要件

事 業 主

・市内に主たる営業所を有する事業主

・雇用保険の適用事業主であること

・就業規則等で育児休業制度を設けていること

・市内の事業所に勤務する市内在住の男性労働者に、２歳までの子の養育のため、連続

した１４日以上の育児休業を取得させ、職場復帰後 1か月以上雇用していること

・市税を滞納していないこと

男性労働者

・市内在住で、育児休業終了後においても２年以上継続して居住する意思があること

・雇用保険の被保険者であること

・公務員でないこと

・市内にある事業所に勤めており、２歳までの子の養育のため、連続した１４日以上の

育児休業を取得し、職場復帰から 1か月以上勤務していること

・市税を滞納していないこと

〇交 付 額

・事 業 主：50,000 円（1年度につき 1回）

・男性労働者：50,000 円（1子につき 1回）※ただし、多胎児の場合は 1回とみなす

＜お問合せ先＞

魚沼市 総務政策部 企画政策課

担 当 企画調整係 内田

電 話 025-792-1425

報道資料



「子育てのまち」日本一を目指す魚沼市は、男性の育児休業取得を応援します。

男 性 の 育 児 休 業 取 得 促 進 奨 励 金

仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるため、市内の事業所に

勤務する男性労働者が育児休業を取得した場合に、要件を満たした事業主及び男性労働者に対し奨励金を交

付します。

制度の概要

１．申請できる人

事業主

〇市内に主たる営業所を有する事業主

〇雇用保険の適用事業主であること

〇就業規則等で育児休業制度を設けている

こと

〇市内の事業所に勤務する市内在住の男性

労働者に、2歳までの子の養育のため、連

続した 14日以上の育児休業を取得させ、職

場復帰後 1か月以上雇用していること

〇市税を滞納していないこと

《必要書類》

□育児休業に関する就業規則等の写し

□雇用保険適用事業主であることが確認できるもの

（雇用保険適用事業所設置届の写し等）

□育児休業の承認内容を確認できる書類（育児休業承

認書の写し等）

□育児休業取得状況及び職場復帰して 1か月を経過し

たことが確認できるもの（出勤簿の写し等）

男 性

労働者

〇市内在住で、育児休業終了後においても 2

年以上継続して居住する意思があること

〇雇用保険の被保険者であること

〇公務員でないこと

〇市内にある事業所に勤めており、2歳まで

の子の養育のため、連続した 14日以上の育

児休業を取得し、職場復帰後 1か月以上勤

務していること

〇市税を滞納していないこと

《必要書類》

□雇用保険被保険者証の写し

□市内在住であること及びその子との関係を証明で

きるもの（住民票等）

□育児休業の承認内容を確認できる書類（育児休業承

認書の写し等）

□育児休業取得状況及び職場復帰して 1か月を経過し

たことが確認できるもの（出勤簿の写し等）

□育児休業取得体験記（様式第 5号）

２．対象となる

育 児 休 業

〇育児・介護休業法に規定する育児休業

〇令和 4年 10月から施行された産後パパ育休

〇事業主が就業規則等により独自に設けている育児のための休業・休暇制度

３．交 付 額 事 業 主：50,000 円（1年度につき 1回）

男性労働者：50,000 円（1子につき 1回）※ただし、多胎児の場合は 1回とみなします。

申 請 方 法

〇申請書に必要書類を添付して、下記窓口に提出してください。

〇申請用紙は、企画政策課及び市ホームページから入手できます。

申 請 期 間

交付対象となる男性労働者が職場復帰後、1か月勤務した日から 1か月を経過した日

又は 3月 31 日のいずれか早い日まで

申請書のダウンロードなど、詳細は市ホームページでご確認ください。

提出先・お問い合わせ 魚沼市役所総務政策部企画政策課／☎025-792-1425



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

グリーンカーテン講座チラシ

「にいがた緑の陣」に「魚沼軍」として参戦します。

◇概要

「にいがた緑の陣」事業とは、2050 カーボンゼロ達成実現に向けて、夏の節電対策とし

て取り組みやすい「ゴーヤのグリーンカーテン」をコンセプトに、新潟県地球温暖化防止

活動推進センターが令和４年度から実施している環境啓発事業です。参加市町村は、ゴー

ヤのグリーンカーテンを市内の陣営に設置し、育成状況の情報発信や講座の開催などの取

組みに応じて与えられるポイントを合戦形式で競います。

市民の皆さんから身近な地球温暖化対策について興味をもっていただけるよう、当市も

「魚沼軍」として本事業に参戦し、情報発信等を行ってまいります。

◇ゴーヤの設置場所（陣営）

・一の陣 魚沼市立魚沼北中学校

・二の陣 子育ての駅 かたっくり

・三の陣 子育て支援センター ぱぴぷ

◇講座・学習会開催

・環境学習会 魚沼北中学校 ①５月 11日（木） ９時 50分～

（各クラスごとに 50分ずつ計３回実施する予定です）

②９月 12日（火） 時間未定

・グリーンカーテン講座 小出ボランティアセンター

５月 26日（金）10時～11時 30 分

※中学校での学習会の取材については、事前に生活環境課にご連絡願います。

◇出陣式（キックオフイベント）について

日時 ５月 10日（水）13時～15時

会場 上越市 高田城址公園 オーレンプラザ

※出陣式には、本市を含む令和５年度の参加自治体９市町が参加予定です。

報道資料



＜お問合せ先＞

魚沼市 市民福祉部 生活環境課

担当 環境対策係 主任 田口

電話 025-792-9766

F A X 025-793-1016



魚沼市エコマーク

【日時】5月26日（金）10時～11時30分
【場所】小出ボランティアセンター
【講師】覚張朋美さん、星麻衣さん
　　　　(新潟県地球温暖化防止活動推進員）
        新潟県地球温暖化防止活動推進センター
【内容】・身近な地球温暖化対策やグリーン
　　　　　カーテンの省エネ効果について考えよう
　　　　・ゴーヤのグリーンカーテンの育て方
【定員】先着20人　
【参加費】無料
　※参加者には１人につき
　　ゴーヤ苗２株をプレゼントします。
【申込】5月22日（月）までに生活環境課へ
　　　　お電話でお申込みください。
■主催：魚沼市　　
■問合せ：魚沼市 市民福祉部 生活環境課
　　　　　（電話：025-792-9766）

　身近な地球温暖化対策やグリーンカーテンの省エ
ネ効果について学べる講座を開催します。今年の夏
は、節電対策にもなるグリーンカーテンづくりに挑
戦してみませんか？

グリーンカーテンに
はどんな効果がある
のかな？



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

動画視聴啓発ファイルデータ

「生活習慣病予防」DVD 配布及び動画の公開等について

◇目 的

生活習慣病に関心をもち、自ら予防に取組む市民を増やすことを目的に実施します。

◇動画の公開日 3月 30 日（金）から約 5分間のショートバージョンを公開中

◇公開場所 YouTube 魚沼市公式チャンネル

◇動画内容 ①生活習慣病になりやすい生活

②食生活の基本

③運動の基本

魚沼市の医療費の上位を占める糖尿病と高血圧に加え、骨粗しょう症と

慢性腎臓病についての予防方法

◇その他 市内の事業所に勤務する方への健康づくりに役立ててもらうため、市内事

業所組合等へフルバージョンのDVDの配布と動画視聴啓発ファイルの配布

を順次行っています。

市内図書館でも DVDの貸し出しを行っています。

＜お問合せ先＞

魚沼市 市民福祉部 健康増進課

担 当 保健係 保健師 髙橋

電 話 025-792-9763

報道資料





【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

「古文書教室」チラシ

初心者古文書教室について

◇目 的

古文書の解読をする方を増やすため、古文書に興味はあるがこれまで接する機会のな

かった方や、これから古文書を勉強してみたい方向けの初心者教室を開催します。魚沼

市所蔵の「西井口家文書」を中心に、郷土の資料を活用して古文書の読み方や内容の理

解の仕方を学びます。

◇期 日 6月 10 日（土）から 8月 19日（土）まで各月 2回の全 6回

13 時 30 分から 15時 30 分

◇場 所 小出北部公民館

◇主 催 魚沼市

◇講 師 魚沼市古文書に親しむ会

◇定 員 10名

◇参 加 費 無料

◇対 象 漢字、漢文がある程度読める中学生以上

＜お問合せ先＞

魚沼市教育委員会事務局生涯学習課

担 当 文化財係 係長 中沢

電 話 025-795-5015

報道資料



日  時：全６回

　　　　６月１０日（土）６月２４日（土）

　　　　７月８日（土）　７月２２日（土）

　　　　８月５日（土）　８月１９日（土）

　　　　午後１時３０分～午後３時３０分

会  場：小出北部公民館

　　　　（魚沼市役所本庁舎 脇）

主  催：魚沼市生涯学習課

講  師：「魚沼市古文書に親しむ会」

定  員：１０人（先着順）

参加費：無料

受  付：４月２５日～５月２５日まで

申込先：魚沼市生涯学習課に、電話で

　　　　お申し込みください。

　　　　電話番号　025-795-5015

お問い合せ先　　魚沼市生涯学習課　電話番号　025-795-5015

　　　　　　　　　講　座　の　内　容
古文書に興味はあるがこれまで接する機会の無かった方や、これから古文書

を勉強してみたい初心者向けの教室です。お気軽にご参加ください。この講

座では、江戸時代中期の古文書である「五人組帳前書（ごにんぐみちょうま

えがき）」を読んでみます。そのほか、地域に残る「証文」や「願い書」な

どの読み解きにも挑戦します。

令和５年度

五人組帳前書



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

令和５年度第１回うおぬま市民大学講演会チラシ

令和５年度第１回うおぬま市民大学講演会の開催について

◇目 的

魚沼市民が余暇を活用して生涯学習に取り組むことができるよう学習機会を提供し、

学ぶ楽しさを味わいながら豊かな生活を送ることができるようにする。（うおぬま市民

大学実施要項から）

◇期 日 ６月 17日（土）13時 30 分～ 受付開始 13時 00 分～

◇場 所 小出郷文化会館 小ホール

◇講 師 フリーアナウンサー 伊勢 みずほ さん

◇演 題 「話すことは放すこと」 ～心の荷物の手放し方～

◇対 象 どなたでも参加できます。

◇参 加 費 無 料

◇申 込 み 先着 300 名 インターネットによる事前申し込みを受け付けます

【主 催】 魚沼市教育委員会・魚沼市中央公民館・魚沼市市民福祉部

【後 援】 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会・魚沼市老人クラブ連合会

＜お問合せ先＞

魚沼市 教育委員会事務局 生涯学習課

担 当 社会教育係 渡部

電 話 025-793-7480

報道資料
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午後１時30分から
�⼩出郷⽂化会館
   � ⼩ホール

6/17 (⼟)

01

先着
300名

事前申込が必要です。
5月10日(水)から受付開始
定員(300名)に達し次第締め切
ります。
右の二次元コードから申込フォ
ームに必要事項をご記入くださ
い。1回の申請につき4名様ま
で申し込めます。

手話通訳
つ

き
！

うおぬま市⺠⼤学

⿂沼市⽣涯学習課

025-793-7480
共催　  魚沼市中央公民館

魚沼市市民福祉部
後援　魚沼市ＰＴＡ連絡協議会

 魚沼市老人クラブ連合会
 

講師紹介

フ リ ー ア ナ ウ ン サ ー 　 伊 勢 み ず ほ 
宮 城 県 仙 台 市 出 身 
元 Ｂ Ｓ Ｎ 新 潟 放 送 ア ナ ウ ン サ ー 
新 潟 市 が ん 検 診 啓 発 ア ン バ サ ダ ー
新 潟 市 動 物 愛 護 協 会 理 事
新 潟 薬 科 大 学 非 常 勤 講 師 
お 魚 マ イ ス タ ー ア ド ヴ ァ イ ザ ー 
Ｂ Ｓ Ｎ テ レ ビ 「 水 曜 見 ナ イ ト 」
　 　 　 　 　 　 　 　 　メ イ ン キ ャ ス タ ー
Ｂ Ｓ Ｎ ラ ジ オ 「 近 藤 丈 靖 の 独 占 ご き げ
ん ア ワ ー 」 ア シ ス タ ン ト
著 書 「 が ん の ち 晴 れ ～ キ ャ ン サ ー ギ フ
ト と い う 生 き 方 ～ 」 （ 幻 冬 舎 ） 

お問い合わせ

全席自由　参加費無料
午後1時開場　午後1時30分開演
体調不良の場合は来場をお控えください

 伊勢みずほさん講演会
� 「話すことは放すこと」�

�〜⼼の荷物の⼿放し⽅〜

新潟県いじめ見逃しゼロ県民会議県民講座

�令和5年度第1回

▲
  参加申込
  はこちら

ht tps :// logofo
rm. jp/ fo rm/yP

Wz/256469

フリーアナウンサー� 13:30∼13:40
健康増進課による
「がん検診、

受けてますか？」
も同時開催

い   せ�



【件 名】

【内 容】

【添付資料】

魚沼市

令和 5年 4月 20 日

第 19 回魚沼市成人式の開催について

◇目 的

成人に達した青年の新しい門出を祝福するとともに、大人になったことを自覚し、自

ら生き抜こうとする青年を励ますため開催します。

◇期 日 ５月４日（木・祝）

正午 ～ 受付開始

１３時 ～ 式典開始

◇場 所 小出郷文化会館 大ホール

◇主 催 魚沼市・魚沼市教育委員会・魚沼市中央公民館

◇内 容 記念式典

１．記念式典

２．二十歳の集い

３．記念撮影

◇そ の 他 マスク着用は個人判断とします。

＜お問合せ先＞

魚沼市 教育委員会事務局生涯学習課

担 当 社会教育係 主事 荒井

電 話 025-794-6026

報道資料



開始時間 会　　　　　　　場 内　　　　　　　　　　　　　　容

4月20日 木 16:00 UOSHIN 魚沼花き園芸組合定期総会・懇親会

4月22日 土 13:30 魚沼市小出郷文化会館 北魚沼農業協同組合第２４回通常総代会

4月25日 火 15:00
新潟地方法務局南魚沼支局
（南魚沼市）

令和５年度南魚沼人権擁護委員協議会定時総会

4月26日 水 13:30 本庁舎 一般国道１７号浦佐バイパス整備促進期成同盟会総会

4月27日 木 13:00 新潟県自治会館（新潟市） 新潟県市長会第３９２回定例総会

4月28日 金 13:30 小出ボランティアセンター 令和５年度魚沼市民生委員児童委員協議会総会

〃 〃 17:00 UOSHIN 魚沼市建設業者会定期総会・懇親会

5月1日 月 8:30 本庁舎 庁議

5月4日 木(祝) 13:00 魚沼市小出郷文化会館 第１９回魚沼市成人式　

5月7日 日 11:00 東天紅（東京都） 東京広神会総会・懇親会

5月11日
　～12日

木～金 13:00 フェニックス・プラザ（福井県） 第１８２回北信越市長会総会

5月18日 木 19:00 魚沼市地域振興センター 令和５年度連合自治会長会議

5月19日 金 10:30 本庁舎 定例記者会見

○当面の日程について

（　市　長　行　動　予　定　表　）

期　　　日



※イベントは、変更または中止となる場合があります。

開催日 時間 イベント名 概要 問い合わせ先
電話番号
（025）

備考

4/15～5/15
9：00～17：00
（最終日は～
15：00）

「竹田晴美油絵」作品展 会場：堀之内公民館 堀之内公民館 794-6026

4/20～5/22 山本健太ペン画作品展 会場：広神コミュニティセンター 広神公民館 799-3227

4月22日 16：00～
自然観察保全調査ボランティア
事前説明会

市内の植物、鳥類、昆虫類等の調査に参加していただけるボランティ
アを募集するとともに、説明会を行います。会場：本庁舎

生活環境課 792-9766

4月26日 10：30～11：10 夏野菜の家庭菜園講習会 JA北魚沼職員等による講習会。会場：伊米ヶ崎公民館 伊米ヶ崎公民館 792-0082

4/29～6/29 はやしあゆみイラスト展
「越後ほりのうち宮柊ニマップ」の制作者で市内在住イラストレー
ターはやしさんのイラスト展。会場：宮柊ニ記念館

宮柊二記念館 794-3800

4月29日 9：00∼11：00
うおぬま森の学校「きのこの菌
打ち講習会」

椎茸、なめこの菌打ち体験。菌打ち後のほだ木は2本は持ち帰れま
す。会場：響きの森公園

農林整備課 793-7740

4月29日 9：00～11：30 桜づつみウオーキング 魚野川改修資料館集合 生涯学習課 793-7480

5/1～25
平日9：00～16：
00

若井真知子絵画展 水彩画と日本画を展示します。 伊米ヶ崎公民館 792-0082

5月3日 10：30～11：30
うおぬま森の学校「かたっくり
木工教室」

里山整備の間伐材を利用して、木の船を作ります。会場：子育ての駅
かたっくり

農林整備課 793-7740

5月4日 13：00～15：00 魚沼市成人式 記念式典、二十歳の集い 会場：小出郷文化会館 堀之内公民館 794-6026

5月6日 10：30～ おはなしがいっぱい 絵本、大型絵本、紙芝居の読み聞かせ  小出郷図書館 792-0337

5/13・14
13日 9：30～
16：00、14日 
9：00～15：00

本のリサイクル販売会
利用の少なくなった本を販売します。会場：小出郷図書館、広神図書
館

小出郷図書館
広神図書館

792-0337
799-3134

5月13日 9：00～11：30
小出地域自然散歩「清水川探
訪」

清水川お貴重な水生植物等を観察します。集合：十日町集落センター
（8：50）

小出北部公民館 792-5336

5月14日 9：00～11：00
うおぬま森の学校「里山の下草
刈り」

ボランティアを募集します。響きの森公園泉沢里山生態園東屋付近集
合。

農林整備課 793-7740

5月23日 13：30～15：00
こころに寄り添う話の聞き方研
修

地域で活動しているボランティアの人 会場：本庁舎 健康増進課 792-9763

5月26日 10：00～11：30
「にいがた緑の陣」グリーンカー
テン講座

参加者にはゴーヤの苗を進呈します。会場：小出ボランティアセンター 生活環境課 792-9766

開催日 時間 イベント名 概要 問い合わせ先
電話番号
（025）

備考

4月23日 9：00～ 囲碁将棋会設立記念大会 囲碁、将棋の対局。小出郷福祉センターにて

4月26日 18：00～19：00 楽語い講座 フレイル予防/ウオーキングとランニングの始め方
地域医療魚沼学
校

792-1167
〆切4/20
（zoom参加
可）

4/27～30 9：30～21：00 2台のピアノを弾いてみよう 小出郷文化会館にて。 小出郷文化会館 792-8811

4月29日 12：00～ 浦町Uエリア春祭り
露店、フードコーナー、ゲームコーナー、お楽しみ抽選会、ステー
ジ、バザー等

浦町商店街理事
長・星

792-0153

4/8・5/13・
6/3

10：00～11：00
堀之内体育館トレーニングルー
ム体験会

運動初心者向けにマシンの使い方の説明・体験を行います。（先着5
人）

堀之内体育館 794-6074

5/3～5/5
小さい記念館 第38回「井口
汪の世界」展

身近な自然、早春から夏を描いた油絵を中心に約40点展示します。
100円で抹茶体験あり。会場：小さい記念館（広神西小学校近く）

小さい記念館・
吉田

799-2004

5/3～16 魚沼芝桜まつり
芝桜や地元のお菓子販売、文化財パネル展示等
会場：根小屋 花と緑と雪の里

むつみグループ 025-780-4560

5月5日 9：00～16：00 小出公園春祭り
各種露店、模擬店の出店、ふわふわ遊具、小出中学校吹奏楽部演奏、
アルパカとの触れあい等 会場：小出公園

小出商工会川西
支部・田中

792-9930

5月7日 9：00～12：00 皇大市 野菜、雑貨、飲食物等の販売 会場：堀之内皇大神宮
皇大市の会（堀
之内商工会内）

794-2433

①5月14日
➁5月21日

6：00～10：00
6：00～11：00

春の探鳥会
①杉ノ入沢 月岡公園駐車場集合
➁湯之谷栃尾又方面 本庁舎前集合

NPO法人魚沼自
然大学・星、岡
本

793-7955

5月14日 18：00～ シャンソンの夕べ
佐々木秀実（vo)、大貫祐一郎（pf)
飲食販売あり 会場：小出郷文化会館

越後魚沼ロータ
リークラブ

792-1336

5月17日 18：00～19：00 楽語い講座
「処方箋に検査値が書かれているのはなぜ」 会場：小出病院 （ま
たはzoom配信）

地域医療魚沼学
校

792-1167
〆切5/11
（zoom参加
可）

■イベント情報

（市関係） ※網掛けは、前回定例記者会見時から追加したものです。

（国・県・市民団体その他）


